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１ 計画策定の目的 

中期的な財政収支の見通しを立てることによって、将来の財政の健全性を確保し、

計画的な財政運営を推進するため、中期財政計画を策定します。 

 

２ 計画期間及び会計単位 

（１）計画期間は、令和８年度から令和１０年度までの３年間とします。 

（２）会計単位は、一般会計とします。 

 

３ 計画の見直し 

 計画の見直しは、毎年度、情勢の変化等を踏まえて修正し、当該年度以降３年間の

計画を策定します。 

 

４ 推計方法 

令和8年度は当初予算から決算見込を推計します。令和9年度以降について、歳

入は予算科目別にそれぞれの算定方法に基づいて試算し、歳出は性質別の体系で

試算します。 

行財政制度については、現行制度を踏まえつつ、現段階で見込まれる影響を勘

案します。 

（１） 歳入見込み 

① 町税 

ア 個人町民税 

令和６年度決算は定額減税のため 3.4％の減、令和７年度決算見込額は

定額減税分の戻りもあり 16.6％の増、令和８年度は人口増及び所得増によ

り2.8％の増、令和9年度から 10年度は、5年間の平均により（令和６年度

の定額減税分の減を除く）毎年 2％の伸びを見込んでいます。 

イ 法人町民税 

企業等の業績見通しに基づいて推計しています。業績見通しは、高額納

税法人は企業決算短信と税制改正の影響を考慮し推計、その他法人は法人

企業景気予測調査から推計しており、令和７年度は 17.0％の増、令和８年

度は 6.2％の減で見込んでいます。令和９年度は 0.5％の増、令和１０年度

は 0.8％の増を見込んでいます。 

      ウ 固定資産税 

土地については、地価の傾向や町内の大規模開発の動向、家屋について

は、３年に１度の評価替えによる下落及び近年の新増築数の推移をもとに推

計しています。償却資産については、大型店舗・大規模工場の建設による設

備投資、既存償却資産の減価償却を見込んでいます。 

エ 軽自動車税 

軽自動車税は、環境性能割が令和8年度から廃止になるほか、令和７年度
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は 2.7％の増、令和８年度は 2.2％の増、令和 9 年度以降は毎年 2％の増

を見込んでいます。 

      オ たばこ税 

たばこ税は、令和７年度以降増減なしで見込んでいます。 

② 地方譲与税 

地方譲与税は、国税を地方公共団体に配分するもので、地方揮発油譲与

税・自動車重量譲与税・森林環境譲与税があります。 

令和7年度決算見込額と同額程度で見込んでおり、地方揮発油譲与税につ

いては、暫定税率の廃止による減を見込んでいます。 

③ 利子割交付金、④ 配当割交付金、⑤ 株式等譲渡所得割交付金 

利子割交付金は利子課税（県税）、配当割交付金は株式等の配当課税（県

税）、株式等譲渡所得割交付金は株式等の譲渡所得課税（県税）を市町村に配

分するものです。 

令和７年度決算見込額と同額程度で見込んでいます。 

⑥ 法人事業税交付金 

法人事業税交付金は、法人事業税（県税）を市町村に配分するものです。 

令和 7年度決算見込額と同額程度で見込んでいます。 

⑦ 地方消費税交付金 

地方消費税交付金は、消費税を地方公共団体に配分するものです。 

令和８年度は令和７年度決算見込額に物価上昇による 2％程度の増を見込

み、令和 9年度以降も年 2％程度の増を見込んでいます。 

⑧ ゴルフ場利用税交付金 

ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフ場利用税（県税）を市町村に配分するもので

す。 

令和６年度決算額と同額程度で見込んでいます。 

⑨ 環境性能割交付金 

環境性能割交付金は、自動車税（県税）のうち環境性能割分を配分するもの

です。 

令和 8 年度から廃止となるため、令和 8 年度以降は歳入を見込んでおりま

せん。 

⑩ 地方特例交付金 

地方特例交付金は、税の制度改正などにより、収入が減となるときに補填措

置として交付されるものです。 

令和７年度普通交付税積算時見込額と同額程度に、軽自動車税環境性能

割、環境性能割交付金、地方揮発油譲与税暫定税率の廃止分を増額して見込

んでいます。 
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⑪ 地方交付税 

地方交付税は全国一律の基準で算定され、国から地方公共団体に交付される 

ものです。税収が多い団体などは不交付になる場合もあります。 

ア 普通交付税 

基準財政収入額は、町税収入の見込みを勘案して推計しています。 

基準財政需要額は、物価高騰及び人口増、扶助費の増、臨時財政対策

債の償還の財源になる臨時財政対策債償還基金費分を含めて推計してい

ます。 

イ 特別交付税 

令和６年度決算額を基に、特別交付税対象事業費の増分を見込んでいま

す。 

⑫ 交通安全対策特別交付金 

交通安全対策特別交付金は、交通違反の反則金収入を地方公共団体に配

分するものです。 

令和６年度決算額と同額程度で見込んでいます。 

⑬ 分担金及び負担金、⑭ 使用料及び手数料 

令和7年度決算見込を基に見込んでいます。 

⑮ 国庫支出金、⑯ 県支出金 

経常特定財源分は、令和 8 年度予算を基に、過去の決算状況を勘案して見

込んでいます。そのほか、臨時特定財源分は、３か年実施計画の特定財源につ

いて計上しています。 

⑰ 財産収入 

土地貸付収入及び土地売却収入を令和 7 年度決算見込額と同額程度で見

込んでいます（大規模売却は除く）。また、令和 8 年度以降、資金運用による財

産運用収入も見込んでいます。 

⑱ 寄附金 

主にふるさと応援寄附金です。３か年実施計画分を計上しています。 

⑲ 繰入金 

財政調整基金や減債基金（臨時財政対策債償還基金費分）、特定防衛施設

周辺整備調整交付金事業基金等の目的基金の取崩しを見込んでいます。 

⑳ 繰越金 

  繰越金は前年度実質収支で積算しています。 

㉑ 諸収入 

①～⑳、㉒に分類されない様々な収入です。 

令和 7 年度決算見込額を基に、令和 8 年度以降は学校給食費無償化によ

り、児童・生徒分の学校給食分担金を減額しています。また、 令和 8 年度以

降、資金運用による預金利子も見込んでいます。 
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㉒ 地方債 

銀行などの市中金融機関や政府系金融機関からの借入金です。 

３か年実施計画及び中長期保全計画に基づき計上しています。 

 

（２） 歳出見込み 

① 人件費 

人件費は、主に正職員や会計年度任用職員の給与等に係る経費です。 

定年延長や人事院勧告による増加のほか、令和 8 年度予算を基に職員の新

規採用や定年退職等を考慮して見込んでいます。 

② 物件費、③ 維持補修費 

物件費は光熱水費などの需用費や郵便料などの役務費、委託料などです。維

持補修費は施設の補修に係る経費です。 

令和 8 年度予算を基に、過去の決算等を参考に見込んでいるほか、物価高騰

分及び３か年実施計画分を計上しています。 

④ 扶助費 

扶助費は児童手当や保育所経費、障害福祉に係る給付費など、主に福祉に係

る経費です。 

令和 7 年度決算見込を基に、過去の決算の推移等を参考に見込んでいます。

特に障害福祉費について増加が著しく、令和９年度以降は１年につき１億５千万

円の増を計上しています。また、民間保育所の新設に係る増分も見込んでいま

す。 

⑤ 補助費等 

補助費等は牛久市・阿見町斎場組合や稲敷地方広域市町村圏事務組合など

の一部事務組合への負担金などです。 

令和 8 年度予算を基に、過去の決算等を参考に見込んでいるほか、３か年実

施計画分を計上しています。 

⑥ 普通建設事業費等 

主に道路や建物など施設整備に係る経費です。 

３か年実施計画分及び中長期保全計画分を計上しています。 

⑦ 公債費 

借入金の償還元金・利子です。 

既借り入れ分は公債台帳に基づく額です。今後の借り入れ分は、令和７年度起

債予定額、３か年実施計画及び中長期保全計画分の起債予定額を基に見込ん

でいます。また、利率については現在の状況で積算しています。 

⑧ 積立金 

基金への積立金です。 

財政調整基金（歳計剰余金積立分）、減債基金（臨時財政対策債償還基金費

分）、公共公益施設整備基金（荒川本郷町有地売却分）、特定防衛施設周辺整
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備調整交付金事業基金積立金、森林環境譲与税基金積立金を見込んでいます。 

⑨ 投資・出資金・貸付金 

     投資・出資金は無く、貸付金のみ計上しており、高額療養費貸付金と自治金融

制度預託金です。 

令和 7年度決算見込を参考に見込んでいます。 

⑩ 繰出金 

特別会計への繰出金です。 

増加傾向にある、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計につ

いて、増加率等を考慮して見込んでいます。 

 

５ 概要と課題 

前述した考え方に基づき作成した阿見町中期財政計画を見ると、政策経費におい

ては、中長期保全計画に基づく公共施設等の老朽化に伴う大規模修繕に係る経費や、

小学校の増築など人口増に対応する経費、あみ子育て支援センター運営に係る経費

などの政策公約の実現による経費の増、経常経費においては、職員増に伴う人件費

の増、物価高騰による物件費の増など、多岐にわたって歳出の増が発生している状

況です。町税収入は増加しますが、これらの歳出の増を完全に賄うことはできず、財

源不足に対しては財政調整基金を充当することとなります。現状を維持した場合、令

和８年度から令和１０年度の３年間で、財政調整基金の残高は 4.5 億円減少する見

込みです。 

また、政策経費のうち大きな部分を占める普通建設事業の財源については、国県

補助金のほか、町債発行で対処していますが、その結果、返済にかかる公債費は

年々増加することから、より一層、中長期的視点に立ち、借入を抑制していく必要が

あります。 

これらを踏まえ将来にわたり持続可能な財政運営を確立していくためには、既存事

業の徹底した見直しなどの歳出削減策と、新たな財源確保策の取り組みを同時並行

で進めていく必要があります。 

 

６ 財政運営の目標 

（１）自主財源の確保 

① 町税等収納率の向上 

負担の公平性の観点から、徴収対策を強化し、町税等収納率の向上を図りま

す。 

② ふるさと納税の拡大 

返礼品の充実により町のPRや産業振興を図るとともに、自主財源を確保しま

す。 

③ 受益者負担の適正化 

受益者負担の原則に基づき、分担金及び負担金、使用料及び手数料等の見
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直しを図ります。 

 

（２）経常的経費の縮減 

① 町債発行及び公債費の抑制 

後年度に過重な負担とならないよう、投資的経費を圧縮し、町債発行を抑制し

ます。また、借入を行う時は、慎重な調査のうえ交付税措置のあるものを借り入

れるほか、償還期間等について適切な設定をします。 

② 計画的な施設修繕等の実施 

中長期保全計画に基づき、必要に応じて見直しを行いながら、公共施設等の

修繕等経費の年度間平準化を図ります。 

③ 事業の見直しによる財源の確保 

必要性・効果の低い事業について、廃止も含めた見直しを行います。 

   ④ 職員数の適正化 

     類似団体と比較し人口 1000 人当たり職員数が多くなっているため、業務量と

配置人員のバランスに配慮しながらも、適正化を図る必要があります。 

⑤ 特別会計・事業会計の独立性の向上 

特別会計及び事業会計は、法令等によって一般会計で負担するとされている

経費以外は、独立採算を原則としていることから、収納率の向上、料金の見直し、

事務事業の効率化等により経営改善を推進します。 

 

（３）基金の適正な運用 

 ① 財政調整基金残高の確保及び活用 

  財政調整基金については、災害や今後の社会変動、緊急課題に的確に対応す

るために一定の基金残高を確保します。今後、物価高騰や人口増への対応のた

め財源が不足する場合は、今後の財政状況の推移を慎重に見極めたうえで、適

切に活用します。 

② 特定目的基金の活用 

公共公益施設整備基金やあみ人材育成基金など、特定目的基金について、目

的に応じて適切に活用します。 

 

（４）計画的な施設整備事業の実施 

施設整備事業の実施に当たっては、国庫・県補助金の確保に努めるとともに、事

業の効果や整備期間等について十分に検証し、計画的な整備に努めます。事業の

目的や効果を損なわない範囲での施設規模・設備内容の見直しを図り、経費の圧

縮に努めるとともに、施設整備後の維持管理費用や補修経費について勘案し、ラン

ニングコストを圧縮することができる施設整備に努めます。 
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